
空 家 除 却 補 助 金 の ご 案 内

空家の除却(解体)工事に係る費用の一部を補助します。

老朽化した空家を所有されている方は、ぜひご活用ください！

手続きの流れ

補助金交付申請

除却工事

補助金交付申請

補助金交付決定
※申請から決定まで

10日程度要します。

除却工事

事前相談事前相談

【問合せ】
富士見市建設部建築指導課 建築指導・住宅グループ
住所：富士見市大字鶴馬１８００番地の１
電話：０４９－２５２－７１２７

補
助
額 （除却工事に係る費用の３分の１）

※家財道具などの処分費用は含まれません。

主
な
要
件

注
意
点

申請書類の用意
※除却工事の見積もり

実績報告

補助金交付

富士見市「空家に関する補助
制度について」ホームページ

その他の要件等については
建築指導課へご相談ください



空家を除却すると土地の固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象外とな

り、大幅に税額が上がってしまう場合があります。

市では、このことが空家除却の阻害要因とならないよう空家除却後の土地に係る

固定資産税等の補助を行っています。

補助の対象となるのは、空家除却補助金を利用して除却したものに限ります。売却

等による所有権移転や賃貸駐車場等への土地活用を行っている場合は対象外と

なりますので、ご注意ください。

除 却

税金納付

申 請

交付決定

請 求

補助金交付

空家除却補助金を利用して空家を除却することが要件です。
除却した年の翌年度・翌々年度に課税された固定資産税等が
補助対象となります。（住宅用地特例が対象外となった場合に限る。）

５月頃に税務課から送付される固定資産税等納税通知書で
空家が除却されたことにより住宅用地特例の対象外となったこと
を確認後、固定資産税・都市計画税を全納期分納付してください。

指定の様式に必要事項を記入の上、右記書類を添えて申請書を
建築指導課に提出してください。

申請内容を審査した上で適正と認められた場合は、申請者の希
望に応じて交付決定通知書を窓口又は郵送にて交付します。

決定通知書の交付後に請求書を提出してください。
補助金の振込先は申請者名義の金融機関の口座を指定してくだ
さい。

請求書を受付してから、おおむね２・３週間以内に補助金を交付
します。

事前相談をすることで、
対象の可否の確認をお
願いします。
申請書などの書類一式
は市ホームページから
ダウンロードできます。

補助金交付までの流れ

申請書の添付書類一覧

申請期限は、３月１５日
までなので、気を付けて
ください！

・補助対象地の案内図
・空家を除却した時期が確認できる
書類
・固定資産税等の納税通知書の写し
・固定資産税等が完納されているこ
とを確認できる書類
・その他市長が必要と認めるもの

空家除却後の 等の も！

概
要
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明

補助金イメージ

＜R7年中に補助金を使用して除却した場合＞
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分

増
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家屋土地 土地 土地 土地

R10年度

住宅用地特例適用 住宅用地特例適用対象外

R7年度 R8年度 R9年度
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